
活用できる支援策

営
農
活
動
を

サ
ポ
ー
ト
を
す
る

組
織
も
必
要
だ
ね

集落の範囲を越えた雇用の場ができたため、外部の人材などの確保が容易に。
株式会社は、一般社団法人の営農サポートにより、営農活動や先端技術（園
芸施設・地下水位制御システム）の導入に専念できた。
一般社団法人は、地域住民との連帯感の醸成に貢献しており、営農サポー
トにとどまらず、むらづくりに向けた様々な地域活動（地域内の河川におけ
る環境学習会、伝統行事の保存）の推進母体となった。

★
★

★

他の集落営農とともに
２階建て法人化した事例

CASE 03

＊集落を単位とする６つの集落営農の代表が出席した市役所が主催する会議の

場で、高齢化の進展や担い手不足に関する問題意識を共有。地域間競争力の

強化に向け、６つの集落営農を一括した組織を設立する機運が高まる。
＊農業用水路・里山などの地域資源の維持や農地利用調整などをより円滑に実

施し、営農活動を行う組織のサポートができるような新たな組織も必要。
＊新たな組織は農地を持たない地域住民も参加しやすく、地域の中心となるために
一般社団法人（１階部分）とし、営農活動を行う組織は株式会社（２階部分）
として、２つの法人を設立。

◎一般社団法人（１階部分）は、地域住民も含めた会
員がそれぞれ自分ができる草刈りや里山保全など
の取組みを頑張ることによって、地域資源を守る取
組が活性化。
◎株式会社（２階部分）は、６つの集落で広域に経営
することで生産性の向上と戦略的な販売が可能
となった。
◎農地利用調整を一般社団法人（１階部分）に任せ
たことが経営効率化につながり、農家レストラン
を新たにオープン。農家の女性などの雇用の場
が拡大。
　〔法人化前：５名→法人化後２年：13名〕

法人化のきっかけ

法人化後の展開

株式会社（発起設立）・農事組合法人・一般社団法人における法人化の手順です
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農業法人の種類は２つに分けられます

（注）1農事組合法人の設立の場合は、※１印の手続は不要です。

　　2出資制をとらない農事組合法人や一般社団法人の設立の場合は、※２印の手続は不要です。

　　3設立する法人の基本的な事項である「事業計画」や「定款」などの作成に当たっては、必要に応じて中小企業診断士、司法書士などの専門家にも協力いただき、
　　　十分に内容を精査する必要があります。

※2

経営発展と共に
社会的責任も意識

農業法人 18,857法人

5,163法人

11,776法人

98法人

241法人

13,694法人会社法人（会社法） 農事組合法人（農協法第72条の10）

株式会社

合同会社

合資会社

合名会社

共同利用施設の設置等
を行う法人（１号法人）

農業経営を営む法人
（２号法人）

このほか、一般社団法人やＮＰＯ法人も農地を借りて農業をすることができます（Ｐ10）。
（注）1 法人数は農林水産省「2015年農林業センサス」のものであり、会社法人には一般社団法人などを含んでいる。
　　2 農事組合法人は、共同利用施設の設置等と農業経営の2事業を営む法人もあります。なお、農業経営を営む場合は、組合員の出資が必要です。

詳細はコチラへ→

詳細はコチラへ→

＜多面的機能支払交付金＞
◎農業者等で構成される組織が、地域共同で取り組
む水路・農道等の地域資源の基礎的な保全活動
等について計画を作成して活動を行う場合、農用地
の面積に応じて一定額が交付されます。

＜食料産業・６次産業化交付金＞
◎六次産業化・地産地消法又は農商工等連携促進
法の認定を受けた農林漁業者等であれば、事業制
度資金等の融資を活用して加工・直売施設を整備
した場合一定額が交付されます。

5 6



（注1） 農民とは農協法第3条の規定で、「自ら農業を営み、または農業に従事する個人」をいいます。
（注2） 個人の事業税については、農業・林業に関しては非課税、畜産業（農業に付随して行うものは除く）に関しては4％課税されます。
（注3） 農事組合法人に関する事業税の課税の判定については、都道府県税事務所にご確認ください。
（注4） 法人は損金として計上し、受け取った個人は農業所得として課税所得に反映されます。
（注5） 組合員（出資者以外）については、農事組合法人（確定給与支払制）と同じ取扱いになります。

根拠法

資本金

構成員の責任

役員

農事組合法人
（従事分量配当制）

農事組合法人
（確定給与支払制） 株式会社

会社の基本方針
の決定

構成員

法人課税

社会保険制度

事業税（注2）

事業の制限

財産の帰属

労働報酬

設立時の登録免許税

定款認証

組織変更

農業協同組合法

あり（出資制の場合は3円以上） あり（１円以上）

会社法

有限責任

１名以上

全所得課税

農業経営（2号）法人の場合、農業・農業関連事業に限定
制限なし

（農地所有適格法人の場合は農業・
農業関連事業が売上高の過半）

株式会社または一般社団法人に変更可
合同会社への直接変更は不可

①理事１人以上（必置・農民である組合員のみ）
②監事（任意・組合員外も可）

①取締役１人以上
　（必置・株主外も可）
②監査役（任意・株主外も可）

農民３名以上（注1）

農地所有適格法人が行う農業
（畜産業、農作業受託は除く）は非課税（注3）

労災保険　特別加入（任意）
雇用保険　加入不可
国民健康保険及び国民年金に加入

従事分量配当（注4）

労災保険　強制適用
雇用保険　強制適用

健康保険及び厚生年金に加入

１人１票制による総会の議決 １株１議決権による株主総会の議決

法人

給与（源泉徴収が必要）

非課税 資本金の額の7/1000
(15万円に満たない場合は15万円)

不要 必要

合同会社に変更可
農事組合法人への変更は不可

全所得課税
（協同組合として年所得800
万円以下 15％、年所得800
万円超 19％）

（資本金１億円以下の場合、普通法人として年所得800万円 15％、
年所得800万円超 23.2％）

資本金１億円超　外形標準課税
資本金１億円以下
年所得400万円以下　　　3.5％
年所得400万円超800万円以下　5.3％
年所得800万円超　　　　7.0％

【組合員（出資者）の場合（注5）】

※税率については、平成31年４月1日現在

（注1） 構成員とは、一般社団法人の場合は社員のことをいいます。
（注２） 個人の事業税については、農業・林業に関しては非課税、畜産業（農業に付随して行うものは除く）に関しては4％課税されます。
（注3） 社会保険制度については、従業員及び労働者に関する適用であり、事業主に関する適用はP9を参照してください。
（注4） 事業所で使用される者の2分の1以上の同意及び厚生労働大臣の認可を受けることにより、健康保険・厚生年金に加入することもできます。

資本金

根拠法 民法 会社法に準ずる

ー ー ー

構成員（注1） ２名以上 社員２名以上

業務執行者（任意）
※定めない場合は構成員
全員が業務執行者となる

なし
（組合の利益は構成員に
分配され、各構成員の事
業所得として課税）

全所得課税
（年所得800万円以下
15％、年所得800万円超 
23.2％）

収益事業のみ課税
年所得400万円以下　　　3.5％
年所得400万円超800万円以下　5.3％
年所得800万円超　　　　7.0％
※農業は収益事業に該当しない

年所得400万円以下　　3.5％
年所得400万円超800万円以下

5.3％
年所得800万円超　　　7.0％

収益事業のみ課税
（公益法人等として年所得800
万円以下 15％、年所得800万
円超  23.2％）
※農業は収益事業に該当しない

１人１票制による構成員の議決会社の基本方針
の決定

一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律

理事１人以上（必置・社員以外
も可）

１人１票制（原則）による
社員総会の議決

民法上の任意の組合 人格なき社団 一般社団法人（非営利型）

構成員の責任

役員

法人課税

労災保険　特別加入（任意）
雇用保険　加入不可
国民健康保険及び国民年金に加入

労災保険　強制適用
雇用保険　強制適用
国民健康保険及び
国民年金に加入

労災　強制適用
雇用　強制適用
健康保険及び厚生年金に加入

社会保険制度

事業税（注2）

無限責任 有限責任

代表者を定める必要あり

事業の制限 制限なし

なし

財産の帰属 構成員の共有 法人

労働報酬 構成員個人の事業所得 給与（源泉徴収が必要）

設立時の登録免許税 ー ー ６万円

定款認証 なし 必要

組織変更 ー ー 他の法人形態への変更不可

（注3）
（注4） （注4）

組織・法人形態の違いは次の通りです
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（注1） 農民とは農協法第3条の規定で、「自ら農業を営み、または農業に従事する個人」をいいます。
（注2） 個人の事業税については、農業・林業に関しては非課税、畜産業（農業に付随して行うものは除く）に関しては4％課税されます。
（注3） 農事組合法人に関する事業税の課税の判定については、都道府県税事務所にご確認ください。
（注4） 法人は損金として計上し、受け取った個人は農業所得として課税所得に反映されます。
（注5） 組合員（出資者以外）については、農事組合法人（確定給与支払制）と同じ取扱いになります。

根拠法

資本金

構成員の責任

役員

農事組合法人
（従事分量配当制）

農事組合法人
（確定給与支払制） 株式会社

会社の基本方針
の決定

構成員

法人課税

社会保険制度

事業税（注2）

事業の制限

財産の帰属

労働報酬

設立時の登録免許税

定款認証

組織変更

農業協同組合法

あり（出資制の場合は3円以上） あり（１円以上）

会社法

有限責任

１名以上

全所得課税

農業経営（2号）法人の場合、農業・農業関連事業に限定
制限なし

（農地所有適格法人の場合は農業・
農業関連事業が売上高の過半）

株式会社または一般社団法人に変更可
合同会社への直接変更は不可

①理事１人以上（必置・農民である組合員のみ）
②監事（任意・組合員外も可）

①取締役１人以上
　（必置・株主外も可）
②監査役（任意・株主外も可）

農民３名以上（注1）

農地所有適格法人が行う農業
（畜産業、農作業受託は除く）は非課税（注3）

労災保険　特別加入（任意）
雇用保険　加入不可
国民健康保険及び国民年金に加入

従事分量配当（注4）

労災保険　強制適用
雇用保険　強制適用

健康保険及び厚生年金に加入

１人１票制による総会の議決 １株１議決権による株主総会の議決

法人

給与（源泉徴収が必要）

非課税 資本金の額の7/1000
(15万円に満たない場合は15万円)

不要 必要

合同会社に変更可
農事組合法人への変更は不可

全所得課税
（協同組合として年所得800
万円以下 15％、年所得800
万円超 19％）

（資本金１億円以下の場合、普通法人として年所得800万円 15％、
年所得800万円超 23.2％）

資本金１億円超　外形標準課税
資本金１億円以下
年所得400万円以下　　　3.5％
年所得400万円超800万円以下　5.3％
年所得800万円超　　　　7.0％

【組合員（出資者）の場合（注5）】

※税率については、平成31年４月1日現在

（注1） 構成員とは、一般社団法人の場合は社員のことをいいます。
（注２） 個人の事業税については、農業・林業に関しては非課税、畜産業（農業に付随して行うものは除く）に関しては4％課税されます。
（注3） 社会保険制度については、従業員及び労働者に関する適用であり、事業主に関する適用はP9を参照してください。
（注4） 事業所で使用される者の2分の1以上の同意及び厚生労働大臣の認可を受けることにより、健康保険・厚生年金に加入することもできます。

資本金

根拠法 民法 会社法に準ずる

ー ー ー

構成員（注1） ２名以上 社員２名以上

業務執行者（任意）
※定めない場合は構成員
全員が業務執行者となる

なし
（組合の利益は構成員に
分配され、各構成員の事
業所得として課税）

全所得課税
（年所得800万円以下
15％、年所得800万円超 
23.2％）

収益事業のみ課税
年所得400万円以下　　　3.5％
年所得400万円超800万円以下　5.3％
年所得800万円超　　　　7.0％
※農業は収益事業に該当しない

年所得400万円以下　　3.5％
年所得400万円超800万円以下

5.3％
年所得800万円超　　　7.0％

収益事業のみ課税
（公益法人等として年所得800
万円以下 15％、年所得800万
円超  23.2％）
※農業は収益事業に該当しない

１人１票制による構成員の議決会社の基本方針
の決定

一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律

理事１人以上（必置・社員以外
も可）

１人１票制（原則）による
社員総会の議決

民法上の任意の組合 人格なき社団 一般社団法人（非営利型）

構成員の責任

役員

法人課税

労災保険　特別加入（任意）
雇用保険　加入不可
国民健康保険及び国民年金に加入

労災保険　強制適用
雇用保険　強制適用
国民健康保険及び
国民年金に加入

労災　強制適用
雇用　強制適用
健康保険及び厚生年金に加入

社会保険制度

事業税（注2）

無限責任 有限責任

代表者を定める必要あり

事業の制限 制限なし

なし

財産の帰属 構成員の共有 法人

労働報酬 構成員個人の事業所得 給与（源泉徴収が必要）

設立時の登録免許税 ー ー ６万円

定款認証 なし 必要

組織変更 ー ー 他の法人形態への変更不可

（注3）
（注4） （注4）

組織・法人形態の違いは次の通りです
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